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現在住民税を払っているのは 現在私は住民税を払っている 
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返済免除になるかどうかの確認方法 
 
 

現在、自分が「世帯主」である 
 

いいえ 
 

 現在の世帯主はお金を借りたとき*１ 

別の世帯だった 

 

はい いいえ 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

*2免除申請には所得課税証明書が必要です。市県民税の申告をされていない場合は、証明書を取得する前に、税の申告が必要です。 

 
       及び      に該当する方は別紙「返済免除のご案内」をよく読み申請してください

 令和３年度（２０２１年度）および令和４年度（２０２２

年度）が「課税（住民税を支払う必要がある）」だった 

※令和３年度（２０２１年度） または 令和４年度（２０２２年度）のいず
れかが 

「住民税非課税」になると、返済免除の対象となります 

免除 

対象外 

 あなたは「住民税非課税」なので、返済免除

の対象です（免除には申請が必要です*2） 免除 

対象  あなたと世帯主が「住民税非課税」なので、

返済免除の対象です（免除には申請が必要です*2） 

 お住まいの市町村であなたが「住民税非課税」か
どうかを確認してください 

 

要確認 
（詳しくは

裏面へ）  お住まいの市町村であなたと世帯主が「住民税非
課税」かどうかを確認してください 

はい 私 世帯主 どちらも 

払っていない わからない いいえ わからない 

はい 

１ ２-１ １ ３-１ ２-２ ３-２ 

１ 

２-１ 

２-２ 

あなたの状況を、「はい」 「いいえ」等の中からお選びください。 

２-１ ２-２ 

３-１ 

３-２ 

*1お金を借りたとき 

＝借入申込書を提出したとき 



 

 

 
 

■あなたの住民税が非課税かどうかは、市役所や町村役場が発行する証明書でわかります。 

（お電話では非課税かどうかの回答はしていません。） 

 

■証明書を取得するには、市役所や町村役場の窓口で申請する必要があります。 

（市県民税の申告をされていない場合は、まず申告をしてから、証明書を申請する必要があります）。 

■郵送での申請に対応している場合もあります。 

■証明書は1月1日現在の所在地で発行されるため、最近、引越しした方はご注意ください。 

 

■証明書の発行に必要な手続きや申告手続きは、市役所や町村役場ごとに違う場合があります。 

■手続きがわからないときは、市役所・町村役場に問合せするか、ホームページ等でご確認ください。 

 

〇市役所・町村役場一覧（証明書の発行手続きの問合せ先） 

市町村 電話番号 市町村 電話番号 

高 知 市 （088）822-8111 芸 西 村 （0887）33-2111 

室 戸 市 （0887）22-1111 本 山 町 （0887）76-2113 

安 芸 市 （0887）34-1111 大 豊 町 （0887）72-0450 

南 国 市 （088）863-2111 土 佐 町 （0887）82-0480 

土 佐 市 （088）852-1111 大 川 村 （0887）84-2211 

須 崎 市 （0889）42-2311 い の 町 （088）893-1117 

宿 毛 市 （0880）63-1111 仁 淀 川 町 （0889）35-0111 

土佐清水市 （0880）82-1111 中 土 佐 町 （0889）52-2211 

四 万 十 市 （0880）34-1111 佐 川 町 （0889）22-1111 

香 南 市 （0887）56-0511 越 知 町 （0889）26-1111 

香 美 市 （0887）53-3111 梼 原 町 （0889）65-1111 

東 洋 町 （0887）29-3111 日 高 村 （0889）24-5111 

奈 半 利 町 （0887）38-4011 津 野 町 （0889）55-2311 

田 野 町 （0887）38-2811 四 万 十 町 （0880）22-3111 

安 田 町 （0887）38-6711 大 月 町 （0880）73-1111 

北 川 村 （0887）32-1212 三 原 村 （0880）46-2111 

馬 路 村 （0887）44-2111 黒 潮 町 （0880）43-2816 

 

※ 証明書類の年度について 

 「令和３年度の証明書」は、令和２年１月～１２月の所得をもとに算定されたものです。 

 「令和４年度の証明書」は、令和３年１月～１２月の所得をもとに算定されたものです。 

 （令和３年度又は令和４年度のいずれかが非課税の方が返済免除の対象となります） 

 

 

※あなたの住民税が非課税かどうかについては、社会福祉協議会ではわかりません。 

 

社会福祉法人 高知県社会福祉協議会  

住民税について 


